
 

 

精華町地球温暖化対策地域協議会の今後のスケジュールについて 

 

【平成２７年度】 

●第１回 

《書面決議》 

 ・地球温暖化対策の推進に関する法律第２６条の規定による地球温暖化対策地域

協議会の設置について 

《その他》 

 ・精華町地球温暖化対策地域協議会の今後のスケジュールについて 

 

●第２回（平成２７年１２月１６日） 

《議題》 

 ・会長選出 

 ・書面決議に伴う議案の承認結果報告について 

 ・連節バスの試走について 

 ・公共交通利用転換事業計画の策定について 

 ・今後のスケジュールについて 

 

●第３回（平成２８年１月２９日で調整中） 

《議題（案）》 

 ・公共交通利用転換事業計画の策定について（事務局提案の協議） 

 ・公共交通利用転換事業計画の策定について（具体案、数値目標の提示） 

 

●第４回（平成２８年３月中） 

《議題（案）》 

 ・公共交通利用転換事業計画の策定について 

 （事業検証体制、国庫（環境省）補助申請に係る協議事項等の検討） 

 

【平成２８年度】 

●３～４回程度 

 ・バス運行形態（ルート、ダイヤ、バス停、車両、運賃体系、バスロケ）の検討等 

 

【平成２９年度～】 

 ●各年度 ３～４回程度 

  ・ＰＤＣＡサイクルによる連節バスの運行状況等の検証（運行開始から５年間

の予定） 
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